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I. 【普通会計財務書類】 

1. 地方公会計制度とは 

 

 平成 18年８月 31日の総務省事務次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる

推進のための指針（地方行革新指針）」において、人口３万人以上の都市は、同指針の

通知から約３年後（平成 21 年度）までに、財務書類の整備及び公表を実施するよう要

請されました。〔地方公会計改革〕 

 また、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成

18年６月２日法律第 47号）において、財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、

純資産変動計算書、資金収支計算書）の作成・活用を通じ、資産及び債務の実態把握や、

管理体制の状況を確認するとともに、未利用財産の売却促進や資産の有効活用等を内容

とする資産・債務改革の方向性と、具体的な施策を策定するよう求められています。〔資

産・債務改革〕 

 

これらは、単なる財務書類の作成、公表にとどまることなく、市民に対する財政状況

の情報開示や庁内における行政経営に活用することを目的としており、一般的に下記３

つの効果が挙げられます。 

 

1つ目は、市民に対する透明性の向上と説明責任の履行です。 

具体的には、第三セクター等を含めた連結ベースの財務状況や、コストと市民負担と

の関係、税金等の財源の使途の明示などにおいて、透明性の確保と説明責任を果たすこ

とができます。 

 

２つ目は、財務書類から得られる情報が、今後の行政経営の方向性の検討に活用する

ことができます。 

 

３つ目は、資産・債務の適切な管理です。今回の地方公会計改革では、「固定資産台

帳の整備」と「資産の適切な評価」が求められています。 

「資産・債務改革」において、これまで必ずしも十分と言えなかった台帳の整備や資

産の評価価値などの情報を、財務書類の作成過程で把握できるという効果も期待できま

す。 

具体的には、遊休資産の把握による資産の売却、活用の促進、固定資産台帳整備によ

る台帳と資産現物の整合性の確保、貸付金・未収金等の台帳整備による滞納整理の促進、

将来世代の負担資金の把握などが挙げられます。 

 

現在進められている地方公会計制度では、詳細部分に関しては、各地方自治体の判断

に任せられている部分が多いのが実情です。 

詳細の考え方については、今後、各自治体からの問題提起等を通じて精査されていく

ものと考えられます。 

 

当市は、平成 20 年５月 28 日から地方公会計制度の取組みを始め、平成 21年度から

財務書類４表の作成及び公表を行っています。 

 

財務書類４表の作成方法は、総務省から「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」

の２つが示されています。 

これらの違いは、作成プロセスや会計処理方法、開示雛形の違いによるものです。 
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「基準モデル」は、保有する資産・負債に対し公正価値評価を行い、個々の取引が発

生した時点において、複式簿記に基づいて会計科目の仕分けを必要とします。一方、「総

務省方式改訂モデル」は、決算における統計情報を活用して作成するため、固定資産の

評価(台帳の整備)を段階的に実施していくことが可能です。 

 

当市では、現在の台帳の整備状況を勘案し、段階的に台帳を整備していくことが可能

である「総務省方式改訂モデル」を採用しています。公有財産台帳の整備状況や財務会

計システムの更新等の時期などを考慮しながら、「基準モデル」への移行についても検

討していましたが、平成 26年５月 23日の「今後の地方公会計の整備促進について」（総

財務第 102号）の総務大臣通知により、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提と

した財務書類の作成に関する統一的な基準が示されました。 

 

さらに、平成 27 年１月 23 日の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」

（総財務第 14 号）の総務大臣通知では、統一的な基準による財務書類の作成手順や資

産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別の

セグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を取りまとめた「統一的な基準に

よる地方公会計マニュアル」が示され、平成 29 年度から統一的な基準による財務書類

の作成及び公表が要請されています。 

 

今回の地方公会計制度を、効率的及び効果的な行政運営や市民の福祉の向上、地域の

発展にいかにつなげていくかを勘案しながら、制度の熟成に努めてまいります。 
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2. 牧之原市普通会計財務書類の作成方法 

牧之原市普通会計の財務書類は、総務省が平成 19年 10月に公表した「新地方公会計

制度研究会報告書」における「総務省方式改訂モデル」に従って作成し、「貸借対照表」、

「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の４つの財務書類で構

成されます。 

 

(1) 対象会計範囲 

牧之原市一般会計及び土地取得特別会計が普通会計の対象となります。 

 

(2) 対象年度 

平成 28年３月 31日を基準日として作成しています。 

なお、出納整理期間(*１)における収入・支出については、基準日までに取引が行

われたものと見なします。 

 
(*１) 出納整理期間 

年度末(３月 31 日)までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた

期間で、翌年度の４月１日から５月 31 日までの２ヶ月間となります。 
 

(3) 基礎数値 

原則として、昭和 44年度以降の地方財政状況調査（決算統計）のデータを基礎数

値として使用します。 

 

(4) 貸借対照表 

ア. 資産評価の方法 

a) 有形固定資産 

新地方公会計制度では、再調達価格で計上することになっていますが、総

務省方式改訂モデルでは、資産情報を段階的に整備することを認めています。 

有形固定資産の貸借対照表計上額は、決算統計の普通建設事業費（取得原

価）の累計額を基礎として算定しています。 

資産の取得に直接要したと認めらない事業費支弁人件費などの費用の控除

については、総務省方式改訂モデル適用初年度（平成 19 年度）の資産計上

分から採用し、それ以前は、詳細の把握が困難なことから控除しません。 

また、財務書類の基礎数値である決算統計は、昭和 44年度から統計が開始

されたことにより、昭和 43 年度以前に取得、寄附、無償譲渡された資産に

ついては、再調達価額を土地、償却資産ごとに求め、決算統計データに加算

する必要がありますが、取得年度の特定が困難であることから、財務書類に

反映されておりません。今後、固定資産台帳の整備を進める中で、取得年度

の特定ができ次第、追加していく予定です。 

減価償却は、用地取得費以外の普通建設事業費について行い、固定資産の

取得または普通建設事業費の支出翌年度から、定額法で償却します。 

 

b) 売却可能資産 

売却可能資産は、過去に売却を予定したことのある資産を対象とし、固定

資産評価額により価額を算定します。 

 

c) 投資及び出資金 

投資及び出資金の種類によって下記のとおり評価方法が異なります。 
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市場価格のあるものについては、決算日（３月 31日）現在の時価により算

出します。 

市場価格がないものは、投資・出資先法人等の貸借対照表の純資産のうち、

出資割合相当額を実質価額として算出し、取得価額と比較して 30%以上下落

したものを、実質価額で計上します。実質価額と取得価額の差は、出資先が

連結対象団体の場合には、投資損失引当金として計上し、それ以外の場合は、

投資・出資金の額から減額します。 

 

d) 回収不能見込額 

貸付金、長期延滞債権及び未収金について、翌年度以降に回収不能となる

ことが見込まれる額です。回収不能見込額は、各収入科目において過去５年

間に不能欠損となった金額から不能欠損率を算出し、見込みます。 

 

イ. 負債の計上方法 

a) 地方債 

年度末残高から翌年度償還予定額を控除した額を固定負債の「地方債」に

計上し、翌年度償還予定額を流動負債に計上します。 

b) 未払金 

債務負担行為のうち、既に確定した債務とみなされるものを「未払金」と

します。未払金のうち、期末日から１年以内の支払予定額を除いた額(翌年

度支払予定額)を、固定負債の「長期未払金」に計上し、翌年度支払予定額

は流動負債の「未払金」に計上します。 

c) 退職手当引当金 

年度末に特別職を含む全職員が普通退職した場合の退職手当支給見込額を

固定負債の「退職手当引当金」に計上します。 

算定方法は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「健全化

法」という）における「将来負担比率」算出時の退職手当支給見込額を使用

します。 

d) 賞与引当金 

翌年度に支払うことが予想される期末手当及び勤勉手当のうち、当年度負

担相当額を計上します。 

例えば、翌年度の６月に支給する賞与の対象となる期間は、前年の 12月か

ら翌年５月までの６ヶ月間となります。このうち 12 月から３月の４ヶ月間

は、当年度分を翌年度に支払う義務が生じることから、６月支払予定額のう

ち、４ヶ月分を流動負債に計上します。 

 

(5) 行政コスト計算書 

ア. 計上するコストの範囲 

行政サービスに要する費用のうち、貸借対照表における資産等の増加、減少に

つながる支出を除いた現金支出に、発生主義の考え方により減価償却費、退職給

与引当金等繰入などを加えたものです。 

 

イ. 経常行政コストの分類 

a) 人件費 

当年度の人件費の決算額から退職手当支給額を控除し、普通建設事業費に

計上されている事業費支弁人件費を加算して計上しています。 
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b) 退職手当引当金繰入等 

当年度の退職手当引当金と退職手当組合積立金との差額から前年度の退職

手当引当金と退職手当組合積立金との差額を控除し、当年度の退職金を加算

した額を計上します。 

 

c) 賞与引当金繰入額 

流動負債に計上した賞与引当金は、当年度のコストとして計上します。 

 

d) 物件費 

人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費を計上し

ます。 

 

e) 維持補修費 

道路や施設などの補修費など、資産形成に当らない維持補修に係る経費を

計上します。 

 

f) 減価償却費 

有形固定資産のうち、償却資産に係る当年度の減価償却費を計上します。 

 

g) 社会保障給付 

生活保護法等に基づき、被扶助者に対して支給する経費を計上します。 

 

h) 補助金等 

一部事務組合や団体等に対する負担金、補助及び交付金などのうち、普通

会計以外の他会計、他団体へ支出した額を控除して計上します。 

 

i) 他会計等への支出額 

普通会計から他会計への繰出額と、負担金、補助及び交付金のうち普通会

計以外の他会計、他団体へ支出した額を計上しています。 

 

j) 他会計への公共資産整備補助金等 

普通建設事業費のうち、他団体等に支出した補助金、負担金等により資産

が形成される場合、それらの経費をコストとして計上します。 

 

k) 支払利息 

当該年度に支払った地方債の償還利子と、一時借入金の利子を計上します。 

 

l) 回収不能見込計上額 

貸借対照表に計上した回収不能額について、前年度と当年度の増減額を計

上します。 

 

m) その他行政コスト 

当年度の失業対策事業費の経費を計上します。 

 

ウ. 経常収益 

行政サービスに直結する収入である使用料・手数料と分担金・負担金・寄附金

のみを収入として計上し、その他の収入については、純資産変動計算書に計上し
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ます。未収金や不納欠損額も考慮し、計上します。 

 

(6) 純資産変動計算書 

ア. 純経常行政コスト 

行政コスト計算書の純経常行政コストと同額を計上します。 

 

イ. 一般財源 

地方税、地方交付税、その他行政コスト充当財源について、未収金や不納欠損

額も考慮し、計上します。 

 

ウ. 補助金等受入 

国・県補助金の当年度の受入額を、公共資産等整備のために充当した額と、そ

の他に充当した額に分けて計上します。 

 

エ. 臨時損益 

災害復旧事業費、公共資産を処分したときの売却益、出資金の償却などを計上

します。 

 

オ. 科目振替 

公共資産等の増減に伴う財源変動を計上します。 

 

カ. 資産評価替えによる変動額 

売却可能資産の取得価額と公正価値評価額との差額や、市場価格のある投資等

の取得価額と時価評価額との差額を計上します。 

 

キ. 無償受贈財産受入 

寄附等により無償で取得した財産を公正価値評価した額を計上します。 

 

ク. 期末純資産残高 

当該年度の貸借対照表の純資産の額と一致します。 

 

(7) 資金収支計算書 

当年度中の現金支出の動きを３部門に分けて計上します。 

 

ア. 経常的収支の部 

経常的行政活動の経費と、これに対応した財源を計上します。 

 

イ. 公共資産整備収支の部 

市の資産となる公共資産整備支出や、他団体の資産となる公共資産整備補助金

等などの資産整備のための経費と、これに対応した財源を計上します。 

 

ウ. 投資・財務的収支の部 

地方債の償還、貸付金など、投資・財務のための経費と、これに充当する財源

を計上します。 
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3. 平成 27 年度普通会計財務書類４表 

 

 

（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 17,258,424

①生活インフラ・国土保全 45,435,556 (2) 長期未払金

②教育 11,412,907 ①物件の購入等

③福祉 4,698,645 ②債務保証又は損失補償

④環境衛生 722,793 ③その他

⑤産業振興 7,282,801 長期未払金計 0

⑥消防 4,575,870 (3) 退職手当引当金 3,561,572

⑦総務 4,174,087 (4) 損失補償等引当金 0

有形固定資産計 78,302,659 固定負債合計 20,819,996

(2) 売却可能資産 19,593

公共資産合計 78,322,252 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 1,836,249

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 0

①投資及び出資金 3,515,618 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 177,379

投資及び出資金計 3,515,618 流動負債合計 2,013,628

(2) 貸付金 338,861

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 22,833,624

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 392,265

③土地開発基金 154,903 [純資産の部]

④その他定額運用基金 0 １　公共資産等整備国県補助金等 14,749,474

⑤退職手当組合積立金 0

基金等計 547,168 ２　公共資産等整備一般財源等 58,478,941

(4) 長期延滞債権 289,496

(5) 回収不能見込額 △ 38,377 ３　その他一般財源等 △ 8,286,285

投資等合計 4,652,766

４　資産評価差額 4,487

３　流動資産

(1) 現金預金 純　 資　 産　 合　 計 64,946,617

①財政調整基金 3,233,707

②減債基金 571,005

③歳計現金 933,208

現金預金計 4,737,920

(2) 未収金

①地方税 79,052

②その他 3,625

③回収不能見込額 △ 15,374

未収金計 67,303

流動資産合計 4,805,223

資　　産　　合　　計 87,780,241 負 債 ・ 純 資 産 合 計 87,780,241

※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（うち共同発行地方債に係るもの 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち17,772,583千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　普通会計の将来負担額 28,219,485 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 19,094,673 千円 19,094,673 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 901,622 千円 0 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 59,236 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 4,602,382 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 3,561,572 千円 3,561,572 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円

　基金等将来負担軽減資産 25,193,822 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 4,290,655 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 430,076 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 20,473,091 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 3,025,663 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は22,682,746千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は66,695,762千円です。

【(翌年度償還予定)地
方債・(長期)未払金・

引当金】

【契約債務・
偶発債務】

901,622

59,236

4,602,382

0

12,692,518

0

0

0

1,325,989

項目 金額

[内訳]

負債計上 注記

465,336

401,346

12,692,518

2,589,278

1,243,723

8,859,517

0

4,529,551

167,954

839,920

1,107,898

5,180,513

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

0

0
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（単位：千円）

純資産合計
公共資産等整備
国県補助金等

公共資産等整備
一般財源等

その他
一般財源等

資産評価差額

期首純資産残高 63,252,559 13,588,042 58,073,612 △ 8,411,975 2,880

純経常行政コスト △ 15,701,371 △ 15,701,371

一般財源

地方税 7,807,021 7,807,021

地方交付税 2,540,372 2,540,372

その他行政コスト充当財源 2,151,436 2,151,436

補助金等受入 4,784,453 1,978,583 2,805,870

臨時損益

災害復旧事業費 △ 11,042 △ 11,042

公共資産除売却損益 107,182 107,182

投資損失 0 0

損失補償等引当金繰入等 0 0

科目振替

公共資産整備への財源投入 930,793 △ 930,793

公共資産処分による財源増 72 △ 57,378 57,306 0

貸付金・出資金等への財源投入 264,976 △ 264,976

貸付金・出資金等の回収等による財源増 △ 232,214 △ 40,165 272,379 0

減価償却による財源増 △ 585,009 △ 2,091,241 2,681,050 △ 4,800

地方債償還等に伴う財源振替 1,048,164 △ 1,048,164

資産評価替えによる変動額 △ 269 △ 269

無償受贈資産受入 6,676 6,676

その他 9,600 350,180 △ 340,580

期末純資産残高 64,946,617 14,749,474 58,478,941 △ 8,286,285 4,487

純資産変動計算書
自　平成27年4月  1日

至　平成28年3月31日
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4. 平成 27 年度普通会計決算状況 

(1) 貸借対照表 

 

市民サービスを提供するために、市の保有している資産が、どのような財源で賄

ってきたかを示す総括的な表です。 

 

ア. 資産の内訳 

「資産」は、市民サービスを提供するために使用する資産と、将来、資金源(売

却、回収など)となる資産の２つがあります。 

「負債」は、将来、支払わなければならない債務を示します。 

「純資産」は、資産と負債の差額となります。これは、住民サービスを提供す

るための財産の財源として、現世代までが負担した割合を示します。 

 

資産 
・使う資産 
 (例：インフラ資産、施設) 

 

・売れる資産、回収する資産 
 (例：売却予定土地、貸付金、未収金) 

 

負債 
・将来世代の負担 
 (例：地方債、将来支払うべき退職金) 

純資産 
・過去又は現世代の負担 

(例：補助金、これまで収納した税金) 

 

a) 公共資産 

「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」から構成されており、

資産の大部分を占めています。当市の貸借対照表でも、資産総額が 87,780

百万円であるのに対して、公共資産合計は 78,322 百万円であり、資産総額

の 89％に達しています。 

「有形固定資産」とは、長期間にわたって住民サービスを提供するために

使用されるもので、具体的には、土地、建物、公用車などが該当します。 

ここで計上されている金額は、昭和 44年度以降に取得した資産の累計額か

ら、減価償却費を差し引いた後の金額となっており、当市は、78,303百万円

となっています。 

また、「有形固定資産」は、行政目的別に区分されています。これは、自治

体が提供する住民サービスの種類が多岐にわたっているため、どういった分

野の資産をもっているかを把握することが有用だと考えられるためです。 

当市の目的別有形固定資産計上額を見ると、金額が大きい順に、生活イン

フラ・国土保全が 45,436百万円（58％）、教育が 11,413百万円（15％）、産

業振興が 7,283 百万円（9％）となっています。道路や公営住宅などのイン

フラ整備（生活インフラ・国土保全）、学校や文化・体育施設など教育施設

の整備（教育）、農道・漁港や観光施設の整備（産業振興）などに力を入れ

てきたことがわかります。 

一方、「売却可能資産」は、公共資産のうち、現在、行政目的に使用してい

ない売却を予定している資産を表しています。当市は、20 百万円が計上され

ています。 
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b) 投資等 

「投資等」には、株式会社や第三セクターへの出資や貸付金、基金、回収

期限が到来してから１年以上回収できていない債権（長期延滞債権）などの

資産が計上されています。 

① 投資及び出資金 

「投資及び出資金」のうち、当市が該当するものは、公営企業や第三セク

ター等に対する出資金・出えん金で 3,516百万円となり、総資産の４％を占

めています。 

② 貸付金 

「貸付金」のうち、当市では、福祉目的のための地域総合整備資金や住宅

新築資金などの貸付金があり、339 百万円が計上されています。 

なお、返済期限が到来しているにもかかわらず回収されていない貸付金は、

「未収金」又は「長期延滞債権」として別に計上されているため、「貸付金」

に計上されている金額は、返済期日が未到来の債権額となります。 

③ 基金等 

基金には、特定の目的のために資金を積み立てる「特定目的基金」と、特

定の目的のために定額の資金を運用する「定額運用基金」があります。貸借

対照表では、「退職手当目的基金」と「その他特定目的基金」が特定目的基

金に該当し、「土地開発基金」と「その他定額運用基金」が定額運用基金に

該当します。これらは、将来の支出に対する財源で、その他特定目的基金に

392百万円、土地開発基金に 155 百万円が計上されています。 

④ 長期延滞債権 

長期延滞債権は、納付期限や回収期限から１年以上経過しているにもかか

わらず、収入されていない債権を指します。当市は、289 百万円が計上され

ていますが、これらの債権を減少させ、できる限り発生しないようにする必

要があります。 

⑤ 回収不能見込額 

貸付金と長期延滞債権のうち、回収不能となることが見込まれる金額を回

収不能見込額として表示しています。当市においては、長期延滞債権のうち

38百万円が回収不能となることが見込まれています。 

 

c) 流動資産 

流動資産には、現金、必要に応じてすぐに使える基金、税金等の未収金が

計上されています。 

① 現金預金 

現金預金には、財政調整基金、減債基金、歳計現金があります。 

財政調整基金は、年度間の収入額を調整する基金、減債基金は、地方債の

償還に備えて積み立てている基金です。これらの残高が多ければ、今後の財

政運営に比較的余裕があると言えます。歳計現金は、平成 27年度の収入か

ら支出を差し引いた残高です。 

当市は、これらの合計額が 4,738 百万円でした。 

② 未収金 

未収金は、平成 27 年度の収入として債権が発生しているが、まだ収入し

ていないものであり、滞納期間が１年未満の債権を計上しています。地方税

とその他に区分して表示しています。当市は、地方税とその他を合わせて

83百万円の未収金が計上されていますが、このうち 15百万円の回収不能見

込額を見込んでいます。 



13 

ア. 負債の内訳 

負債は、固定負債と流動負債に分類されます。 

 

a) 固定負債 

固定負債とは、貸借対照表日（平成 28 年３月 31 日）の翌日から１年以降

に支払いや返済が行われるものをいいます。 

① 地方債 

地方債には、翌々年度以降に償還されるものが計上されます。 

地方債残高は、「固定負債」の“地方債”と「流動負債」の“翌年度償還

予定地方債”の合計額となります。当市は、19,095百万円となっています。 

② 長期未払金 

長期未払金は、既に物件の引渡しやサービスの提供を受けたものについて

まだ支払っていない額、あるいは債務保証や損失補償の履行が決定した額な

どです。 

③ 退職手当引当金 

退職手当引当金は、職員が年度末時点で一斉退職した場合に必要となる退

職手当額で、将来、職員が退職した時点で支払う必要がある金額です。当市

では、3,562 百万円の退職手当引当金が計上されていますが、これに対して、

退職手当積立金は、近年の退職者の増加などにより残高下回っており、将来

の税収や財政調整基金の取崩しなどで賄わなければなりません。 

 

b) 流動負債 

流動負債とは、１年以内に支払いや返済をしなければならないものを言いま

す。 

① 翌年度償還予定地方債 

地方債の翌年度償還予定額です。 

② 短期借入金（翌年度繰上充用金） 

収支不足が発生した場合、翌年度の予算から前借りすることとなり、その

前借り額が計上されます。 

③ 未払金 

固定負債の長期未払金が翌々年度以降の支出予定額であるのに対し、翌年

度の支出予定額は未払金として計上されます。 

④ 翌年度支払予定退職手当 

翌年度支払予定退職手当とは、職員に支払う退職手当のうち、翌年度支払

予定額です。当市は、退職手当組合に加入しており、自団体からの退職手当

支払が発生しないため、当該項目には計上されません。 

⑤ 賞与引当金 

賞与引当金とは、翌年度に支給される賞与のうち当年度に発生した部分で

す。当市は、平成 28年度に支給する賞与のうち 177百万円が平成 27年度に

既に発生していることが分かります。 

 

イ. 純資産の内訳 

純資産は、公共資産等整備国県補助金等、公共資産等整備一般財源等、その他

一般財源等、資産評価差額に分類されます。 

 

a) 公共資産等整備国県補助金等 

公共資産等整備国県補助金等とは、市民サービスを提供するための資産を取
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得した財源のうち、国・県からの補助を受けた額です。 

 

b) 公共資産等整備一般財源等 

公共資産等整備一般財源等とは、市民サービスを提供するための資産を取得

した財源のうち、国県補助金等と（建設）地方債を除いた額です。 

 

c) その他一般財源等 

その他一般財源等とは、公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外

の負債を差し引いた額です。したがって、翌年度以降に自由に使用できる財

源ということになります。 

 

d) 資産評価差額 

資産評価差額は、売却可能資産の取得価額と売却可能価額との差額や、投資

及び出資金のうち、市場価額ある有価証券などの取得価額と時価との差額な

どです。 

 

 

貸借対照表から、当市の公共資産等の整備財源がどのように賄われているかが分かり

ます。 

平成 27 年度の貸借対照表では、公共資産と投資等の合計額 82,975 百万円に対して、

約 12％を将来負担（地方債）、約 18％を国県補助金等で賄い、残りの 70％を一般財源

等により負担済みであることが分かります。資産評価差額は 4百万円となり、減額とな

っています。 

 

その他一般財源等は 8,286百万円のマイナスとなっています。翌年度以降に自由に使

用できる財源がマイナスということは、翌年度以降の負担額のうち、8,286 百万円は、

すでに使途が拘束されているということになります。 

具体的には、退職手当引当金や赤字地方債など、資産形成につながらない（将来に負

担のみを残している）負債に対して、それらの支出に対する備えが蓄えられていないこ

とを表しています。 

 

その他一般財源等については、ほとんどの団体においてマイナスになります。 

ただし、その他一般財源等のマイナス要因である、臨時財政対策債や減税補てん債な

どの赤字地方債は、地方交付税の代替措置として発行が認められているものであり、償

還財源は将来の地方交付税収入により賄うことが見込まれています。 

 

ウ. 貸借対照表の注記事項 

a) 他団体及び民間への支出金により形成された資産 

市民のための資産整備は、当市で行う資産整備以外に、他団体及び民間への

支出金により形成されるものもあります。貸借対照表に計上された資産に、

この注記金額を合算して見ることにより、これまでにどれだけの資産整備を

行ってきたかがわかります。 

貸借対照表に計上されている有形固定資産と同様、記載金額は、減価償却累

計額控除後の金額です。 

当市では、他団体及び民間への支出金により形成した資産が総額 12,693 百

万円で、14％相当の資産が他団体及び民間を通じて形成されています。また、

そのうち産業振興 5,181百万円と 41％を占めていることがわかります。 
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b) 債務負担行為に関する情報 

債務負担行為に関する情報には、貸借対照表の長期未払金、未払金に計上さ

れたもの以外に、将来負担となる可能性があるものが計上されています。 

当市の場合、県営牧之原畑地総合整備事業償還金や学校給食民間委託業務等

が計上されています。 

 

c) 交付税措置地方債の金額 

地方債のうち、その償還財源として地方交付税収入が見込まれる金額が注記

されています。 

牧之原市では、地方債残高 19,095 百万円のうち、17,773 百万円については

将来地方交付税の算定基礎に含まれることが見込まれています。ただし、こ

の金額は、地方交付税の算定式に含まれるものの、必ずしも地方交付税とし

て交付されるということではないことに注意する必要があります。 

 

d) 普通会計の将来負担に関する情報 

財政の健全化を判断する比率の一つである、将来負担比率に関する情報が記

載されています。普通会計の将来負担として見込まれる金額及び将来負担を

軽減する財源として見込まれる金額がわかります。 

当市は、28,219 百万円の将来負担に対して、25,194 百万円の将来負担軽減

資産があり、普通会計が将来負担すべき実質的な負担額は、3,026百万円とな

っています。 

e) 土地及び減価償却累計額 

有形固定資産のうち、土地の金額と減価償却累計額が注記さています。これ

により、土地以外の償却資産の金額もわかります。 

当市は、有形固定資産合計額が 78,303 百万円のうち、土地が 22,683百万円

ですので、償却資産は、55,620百万円です。減価償却累計額は、66,696百万

円ですので、償却資産の取得価額 122,316 百万円（＝55,620 百万円＋66,696

百万円）に対して 55％の減価償却が進んでいることになります。 
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(2) 行政コスト計算書 

 

行政コスト計算書とは、４月１日から翌年の３月 31日までの１年間の行政活動のう

ち、資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と、その行政サービスの直接の

対価として得られた財源を対比させた財務書類です。 

 

また、純経常行政コストとは、民間の損益計算書と異なり、資産形成に結びつかな

い行政サービス経費から受益者負担などの収益を差し引いた額で、地方税などの一般

財源で賄わなければならないコストを表します。 

 

ア. 経常行政コスト 

行政サービスに要する費用のうち、貸借対照表における資産等の増加及び減少

につながる支出を除いた現金支出に、減価償却費、退職手当引当金等繰入などを

加算した額です。 

 

イ. 経常収益 

経常収益は、使用料・手数料と分担金・負担金・寄附金に分類されます。 

 

ウ. 純行政コスト 

経常行政コストから経常収益を差し引いた額になります。 

 

 

経常行政コストは、性質別と行政目的別に見ることができます。 

 

行政コスト計算書を縦方向に見る性質別では、資産形成に結びつかない１年間の行政

サービスを提供するにあたって、人件費や物件費、補助金など、どのような性質の経費

が使われたか、また、行政サービス提供の見返りとして、使用料・手数料、分担金・負

担金など、受益者負担がどの程度であったかを把握することができます。 

当市の性質別コストは、人件費 2,916百万円、物件費 2,031百万円、補助金等 3,124

百万円となっています。 

このコスト構造を他の自治体と比較することで、行政サービス提供の特徴を見出すこ

とができ、また、コスト削減の糸口を見つけるのに役立ちます。 

 

行政コスト計算書を横方向に見る目的別では、経常行政コストと経常収益が、生活イ

ンフラ・国土保全、教育といった行政目的別に見ることができます。 

当市の行政コスト計算書を目的別に見ると、福祉 36.1％、環境衛生 14.4％、総務

12.6％、教育 10.6％の順になっています。 

 

当市の行政コスト計算書では、経常行政コストと経常収益合計との比率（８ページ 

ｄ/ａ）は、福祉 4.6％、産業振興 2.8％、総務 2.2％となっており、経常行政コストの

多くが受益者負担以外の税金等で賄われていることが分かります。 
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（単位：千円）

平成27年度 平成26年度 H27－H26 増減率

人にかかるコスト 3,267,462 3,224,624 42,838 1.3%

物にかかるコスト 4,809,843 4,492,077 317,766 7.1%

移転支出的なコスト 8,024,562 7,905,263 119,299 1.5%

その他のコスト 280,577 283,800 △3,222 △1.1%

計　　　　　　　ａ 16,382,444 15,905,764 476,681 3.0%

使用料・手数料 330,370 336,871 △6,501 △1.9%

分担金・負担金・寄付金 350,703 176,705 173,998 98.5%

計　　　　　　　ｂ 681,073 513,576 167,497 32.6%

15,701,371 15,392,188 309,184 2.0%(差引)純経常行政コスト　　ａ－ｂ

行政コスト計算書の２期間比較

区　　　分

経
常
行
政
コ
ス
ト

経
常
収
益
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(3) 純資産変動計算書 

 
純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている額が、1 年間にど

のように変動したかを表したものです。また、同時に、現在までの世代が負担してき

た金額の１年間の増減を示します。 

 

ア. 純行政コストと財源 

純行政コストの金額に対して、一般財源や経常的な補助金等受入の金額がどの

程度占めているかを見ることにより、純行政コストが、受益者負担以外の経常的

な財源により、どの程度賄われているかが分かります。 

当市では、純経常行政コスト 15,701 百万円に対して、地方税などの経常的一般

財源 12,499 百万円 や、経常的なコストに対する補助金 2,806 百万円 の収入が

ありますが、なお、396百万円のコストが収益を上回っています。 

 

イ. 臨時損益 

公共資産の除売却や、第三セクター等に対する債権の放棄など、臨時的なコス

トや収入を計上します。 

当市は、11 百万円の災害復旧事業費のほか、公共資産の売却に伴う利益が 107

百万円発生していることが分かります。 

 

ウ. 科目振替 

a) 公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金等への財源投入 

財源として拘束されていなかった一般財源が、公共資産や貸付金、出資金の

財源として使用される（資本的支出）ことにより、公共資産整備等一般財源

等として拘束されることを表しています。 

当市は、931 百万円の一般財源が公共資産整備に、265 百万円の一般財源が

貸付金、出資金等に投下されたことが分かります。 

 

b) 公共資産処分による財源増、貸付金・出資金等の回収等による財源増 

公共資産等の財源として拘束されていた財源が、公共資産の処分や貸付金・

出資金等の回収により、使途の自由な一般財源として回収された（資本的収

入）ことを表しています。 

当市は、公共資産の処分が 57百万円、貸付金・出資金等の回収等により 40

百万円の一般財源が回収されたことが分かります。 

 

c) 減価償却による財源増 

公共資産等の財源として拘束されていた財源が、公共資産の減価償却費に伴

い、一般財源として回収されたことを表します。 

当市では、2,681 百万円の減価償却費のうち、国県補助金等を財源とする 585

百万円、一般財源等を財源とする 2,091 百万円が公共資産等整備国県補助金

等及び公共資産等整備一般財源等から、その他一般財源等へ振替られていま

す。 

d) 地方債償還に伴う財源振替 

公共資産等整備の財源として発行された地方債の償還に伴い、公共資産等整

備の財源のうち、地方債によって賄われた部分が一般財源に置き換わること

になります。 

当市は、資産整備の財源として発行した地方債 1,048百万円を一般財源で償
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還したため、公共資産等整備一般財源等として拘束されたことを表していま

す。 

e)  資産評価に伴う増減 

売却可能資産や有価証券の時価評価に伴う評価価額の増減を表しています。 

当市は、資産評価替えにより 36百万円が減少しています。 
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(4) 資金収支計算書 

 

資金収支計算書は、現金資金の出入りを、経常的収支の部、公共資産整備収支の部、

投資・財務的収支の部の３部門に分類して表した財務書類です。 

 

経常的収支の部では、日常の行政活動による資金収支の状況を示しています。公共

資産整備収支の部では、公共事業に伴う資金の使途とその財源の状況を示しています。

投資・財務的収支の部では、出資、貸付、基金の積み立て、借金の返済などによる支

出とその財源である補助金、貸付金元金の回収などの収入が計上されており、投資活

動や借金の返済による資金の出入りの状況を示しています。 

 

ア. 経常的収支の部 

当市の経常的な支出は、主に人件費 3,326 百万円、補助金等 3,224 百万円、社

会保障給付費 2,729百万円、などとなっており、12,751百万円の経常支出があっ

たことが分かります。 

収入には、地方税、地方交付税など、日常サービスのための支出を賄う収入が

計上されています。地方債発行額は、臨時財政対策債などの赤字地方債を発行し

たことを表しています。 

当市の主な経常的収入は、地方税 7,791 百万円、地方交付税 2,540 百万円、国

県補助金等 2,546 百万円などがあり、合計 15,718百万円でした。経常的収支額の

うち、黒字となった 2,967 百万円が、公共資産整備収支の部や投資・財政的収支

の部に充当されたことになります。 

 

イ. 公共資産整備収支の部 

支出には、公共資産を整備する公共資産整備支出、他団体への補助金を支出し

て公共資産を整備する公共資産整備補助金等支出、そして他会計への繰出金や補

助金等のうち建設費に充てられるものが計上されています。 

収入は、公共資産整備支出の財源となった国県補助金等、地方債発行額、基金

取崩額などが計上されています。 

当市は、自団体の公共資産の整備に係る支出が 4,211 百万円であり、合計で

4,833百万円が公共資産整備のために支出されたことが分かります。 

収入は、国県補助金等 2,174百万円、地方債発行額 1,552百万円など、合計 4,146

百万円でした。公共資産整備の収支状況は、687百万円が赤字となっています。 

 

ウ. 投資・財務的収支の部 

支出には、借金の返済額、他会計の借金返済に充当するための繰出金や補助金、

他団体等に対する出資、貸付金、基金への積立額が計上されています。 

収入は、支出の財源となった国県補助金等のほか、貸付金の回収額や公共資産

の売却収入が計上されています。 

当市は、支出が地方債償還額 1,804 百万円のほか、他会計への公債費充当財源

繰出支出 33百万円が計上されており、普通会計の償還以外にも返済があることが

分かります。 

収入は、貸付金回収額 2百万円などがありましたが、投資・財務的収支状況は、

2,315百万円の赤字となっています。 

 

資金収支全体を見ると、平成 27 年度 1 年間で 35 百万円の歳計現金が減少し、

期末の歳計現金残高は 933 百万円となっています。 
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エ. 注記 

a) 一時借入金に関する情報 

当市の一時借入金の借入限度額は、1,515 百万円ですが、平成 27 年度は一

時借入をしなかったため、利子支払額はなく、一時借入金による財政負担は

発生していません。 

b) 基礎的財政収支に関する情報 

地方債の発行・償還や財政調整基金・減債基金の積立・取崩しを除いた、基

礎的な収支情報が注記されています。 

当市は、１年間で 206百万円の財政調整基金等が増加していますが、地方債

の元利償還額（2,027百万円）が地方債発行額（1,852百万円）を上回ってい

ることなどにより、基礎的財政収支は、324百万円の黒字となっています。 
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5. 主な各指標と２期間比較 

ここでは、貸借対照表や行政コスト計算書を基に各指標を算出し、２期間の比較を

行います。 

 

(1) 社会資本形成の世代間負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ることによ

り、過去及び現世代がこれまでに負担（国・県の負担含む）してきた割合を見ること

ができます。また、将来返済しなければならない地方債に着目すれば、公共資産を利

用する将来世代が負担する割合を見ることができます。 

 

算式：過去及び現世代によって既に負担された割合＝純資産合計÷公共資産合計 

×100 

  今後の世代によって負担していく割合＝地方債残高÷公共資産合計×100 

 
（単位：百万円） 

項   目 
Ｈ２７ Ｈ２６ 

増減率 平均的な率 
金額 比率 金額 比率 

公共資産合計 78,322 － 76,843 － 1.9％ － 

純資産合計 64,947 82.9％ 63,253 82.3％ 2.7％ 50～90％ 

地方債残高 19,095 24.4％ 18,968 24.7％ 0.7％ 15～40％ 

 

分析：津波避難タワーをはじめとした都市防災事業等の補助率の高い建設事業の実施

により、過去及び現世代によって既に負担された割合は増加し、今後の世代に

よって負担していく割合は減少しました。いずれも平均的な率の範囲に納まっ

ており、健全と判断されます。 

 

(2) 資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割

合を計算することにより、耐用年数に対して償却資産の取得からどの程度の年数が経

過しているのか、すなわち資産の老朽化状態を把握することができます。 

 

算式：資産老朽化比率＝減価償却累計額÷(有形固定資産合計－土地 

＋減価償却累計額)×100 

 

項   目 
Ｈ２７ Ｈ２６ 

増減率 平均的な率 
比 率 比 率 

資産老朽化比率 54.5％ 54.1％ 0.4％ 35～50％ 

 

分析：各資産とも経年しているため、新規に大規模な償却資産への投資や施設の統廃

合を行わない限り、基本的に比率は年々上がっていく傾向です。40％台前半が

好ましい率であります。平均的な率の範囲を上回り、前年度より 0.4 ポイント

悪化し、資産の老朽化が進んでいる状態にあると言えます。 
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(3) 受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額であるため、経

常収益の行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担比率を算定すること

ができます。 

 

算式：受益者負担比率＝経常収益÷経常行政コスト×100 

 

項   目 
Ｈ２７ Ｈ２６ 

増減率 平均的な率 
比 率 比 率 

受益者負担比率 4.2％ 3.2％ 1.0％ 2～8％ 

 

分析：前年度より 1.0 ポイント改善しましたが、平年度並みの比率となりました。平

均的な率の範囲に納まっていますが、受益者の負担割合は低いため、今後は施

設の利用料等の見直しを行っていく必要があると言えます。 

 

(4) 行政コスト対税収等比率 

純経常行政コストに対する税収等（一般財源等）の比率を見ることによって、当年

度に行われた行政サービスのコストから受益者負担分を除いた純経常行政コストのう

ち、どれだけを当年度の負担で賄ったのかを把握することができます。比率が 100％

を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産を蓄積したか、あるいは翌年度以

降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（もしくはその両方）を表しています。逆に、比

率が 100％を上回っている場合は、過去から蓄積した資産を取り崩したか、あるいは

翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（もしくはその両方）を表しています。 

 

算式：行政コスト対税収等比率＝純経常行政コスト÷(一般財源 

＋補助金受入(その他一般財源))×100 

 

項目 
Ｈ２７ Ｈ２６ 

増減率 平均的な率 
比 率 比 率 

行政コスト対税収等比率 102.6％ 101.4％ 1.2％ 90～110％ 

 

分析：大手企業を中心とした景気回復による地方税の増収から比率が 1.2 ポイント改

善しました。平均的な率の範囲に納まっていますが、比率は 100％を上回ってい

るため、当年度のコストを当年度の負担（税収等）で賄いきれていないと言え

ます。 
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6. その他明細表 

(1) 有形固定資産明細表（平成 27 年度） 

 

 
 

 

（単位：千円）

16,926,304 66,093 0 0 0 16,992,397
道路 8,567,311 62,165 8,629,476
橋りょう 241,177 3,846 245,023
河川 675,959 82 676,041
砂防 154,452 154,452
海岸保全 0 0
港湾 0 0
都市計画 6,359,175 0 0 0 0 6,359,175

街路 5,301,412 5,301,412
都市下水路 333,528 333,528
区画整理 36,604 36,604
公園 687,631 687,631
その他 0 0

住宅 928,093 928,093
空港 0 0
その他 137 137
教育 1,651,949 0 0 0 0 1,651,949
小学校 211,555 211,555
中学校 225,469 225,469
高等学校 0 0
幼稚園 10,300 10,300
特殊学校 0 0
大学 0 0
各種学校 0 0
社会教育 142,682 142,682
その他 1,061,943 1,061,943
福祉 1,189,045 0 0 0 0 1,189,045
保育所 392,454 392,454
その他 796,591 796,591
環境衛生 74,419 0 0 0 0 74,419
清掃 34,229 0 0 0 0 34,229

ごみ処理 31,592 31,592
し尿処理 1,755 1,755
その他 882 882

保健衛生 561 561
その他 39,629 39,629
産業振興 1,421,988 3,927 0 0 ▲828 1,425,087
労働 8,012 8,012
農林水産業 1,206,557 0 0 0 0 1,206,557

造林 1,343 1,343
林道 2,854 2,854
治山 10,121 10,121
砂防 40 40
漁港 186,300 186,300
農業農村整備 835,407 835,407
海岸保全 34,710 34,710
その他 135,782 135,782

商工 207,419 3,927 0 0 ▲828 210,518
国立公園等 6,264 6,264
観光 133,680 3,035 ▲711 136,004
その他 67,475 892 ▲117 68,250

消防(警察) 704,843 256,182 0 0 ▲55,222 905,803
庁舎 263,164 263,164
その他 441,679 256,182 ▲55,222 642,639
総務 444,046 0 0 0 0 444,046
庁舎等 156,541 156,541
その他 287,505 287,505

合計 22,412,594 326,202 0 0 ▲56,050 22,682,746

生活インフラ・国土保全

平成27年度
取得価額

B

売却可能資
産振替

C

売却可能資
産から戻し

D

売却・譲渡
等
E

平成27年度末
残高

F=A+B+C+D+E

平成26年度末
残高

A
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有形固定資産明細表(平成27年度)
（単位：千円）

帳簿価格
L=J-K

うちH27償却額

51,153,899 2,163,442 ▲73,093 53,244,248 24,801,089 1,046,430 28,443,159
道路 28,639,116 1,929,117 ▲66,555 30,501,678 12,644,268 596,648 17,857,410
橋りょう 898,586 115,248 1,013,834 295,028 14,975 718,806
河川 7,392,891 77,083 ▲6,538 7,463,436 3,269,338 150,874 4,194,098
砂防 ▲97,555 3,520 ▲94,035 ▲46,557 ▲1,951 ▲47,478
海岸保全 579 12,781 13,360 209 19 13,151
港湾 3,433 1,051 4,484 1,054 70 3,430
都市計画 10,377,450 24,642 0 10,402,092 6,258,379 188,674 4,143,713

街路 3,423,065 87 3,423,152 1,066,906 71,313 2,356,246
都市下水路 3,946,916 1,499 3,948,415 3,803,735 42,202 144,680
区画整理 553,054 553,054 288,531 13,677 264,523
公園 2,433,533 23,056 2,456,589 1,088,268 60,647 1,368,321
その他 20,882 20,882 10,939 835 9,943

住宅 3,933,867 3,933,867 2,375,128 97,024 1,558,739
空港 0 0 0 0 0
その他 5,532 5,532 4,242 97 1,290
教育 19,099,973 198,517 ▲7,889 19,290,601 9,529,643 382,010 9,760,958
小学校 8,103,460 14,980 8,118,440 4,075,762 162,071 4,042,678
中学校 3,892,648 160,224 4,052,872 2,277,027 77,851 1,775,845
高等学校 0 0 0 0 0
幼稚園 413,667 32 413,699 205,839 8,276 207,860
特殊学校 0 0 0 0 0
大学 0 0 0 0 0
各種学校 0 0 0 0 0
社会教育 943,919 2,800 946,719 493,272 18,883 453,447
その他 5,746,279 20,481 ▲7,889 5,758,871 2,477,743 114,929 3,281,128
福祉 7,583,444 16,476 0 7,599,920 4,090,320 230,369 3,509,600
保育所 2,651,608 13,106 2,664,714 1,202,406 64,499 1,462,308
その他 4,931,836 3,370 4,935,206 2,887,914 165,870 2,047,292
環境衛生 1,349,202 30,348 0 1,379,550 731,176 41,922 648,374
清掃 127,562 814 0 128,376 66,651 4,829 61,725

ごみ処理 91,595 814 92,409 44,313 3,390 48,096
し尿処理 21,305 21,305 13,828 852 7,477
その他 14,662 14,662 8,510 587 6,152

保健衛生 23,996 23,996 15,210 716 8,786
その他 1,197,644 29,534 1,227,178 649,315 36,377 577,863
産業振興 23,757,980 304,165 ▲40,476 24,021,669 18,163,955 542,188 5,857,714
労働 61,474 61,474 45,455 801 16,019
農林水産業 20,979,626 284,792 ▲41,304 21,223,114 15,938,077 461,400 5,285,037

造林 16,897 16,897 16,897 0 0
林道 17,561 17,561 16,193 366 1,368
治山 166,041 5,987 172,028 104,714 4,399 67,314
砂防 717 717 616 14 101
漁港 4,002,793 3,158 4,005,951 2,576,198 80,054 1,429,753
農業農村整備 13,900,767 262,864 ▲41,304 14,122,327 10,869,399 327,407 3,252,928
海岸保全 936,215 10,243 946,458 548,309 23,057 398,149
その他 1,938,635 2,540 1,941,175 1,805,751 26,103 135,424

商工 2,716,880 19,373 828 2,737,081 2,180,423 79,987 556,658
国立公園等 76,845 76,845 72,757 873 4,088
観光 1,819,022 14,975 711 1,834,708 1,391,336 56,398 443,372
その他 821,013 4,398 117 825,528 716,330 22,716 109,198

消防(警察) 7,406,775 1,285,636 ▲22,452 8,669,959 4,999,892 256,418 3,670,067
庁舎 662,047 662,047 60,854 13,241 601,193
その他 6,744,728 1,285,636 ▲22,452 8,007,912 4,939,038 243,177 3,068,874
総務 8,075,302 37,281 ▲2,855 8,109,728 4,379,687 181,713 3,730,041
庁舎等 4,373,128 23,482 4,396,610 2,138,017 87,461 2,258,593
その他 3,702,174 13,799 ▲2,855 3,713,118 2,241,670 94,252 1,471,448

合計 118,426,575 4,035,865 ▲146,765 122,315,675 66,695,762 2,681,050 55,619,913

減価償却累計額
K

生活インフラ・国土保全

平成26年度末
残高

G

平成27年度
取得価額

H

売却・除却・組
替等

I

平成27年度末
残高

J=G+H+I
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有形固定資産明細表(平成27年度)
（単位：千円） （単位：千円）

45,435,556 ▲462 9,309
道路 26,486,886
橋りょう 963,829
河川 4,870,139
砂防 106,974
海岸保全 13,151
港湾 3,430
都市計画 10,502,888 ▲462 9,309

街路 7,657,658 ▲462 9,309
都市下水路 478,208
区画整理 301,127
公園 2,055,952
その他 9,943

住宅 2,486,832
空港 0
その他 1,427
教育 11,412,907 0 0
小学校 4,254,233
中学校 2,001,314
高等学校 0
幼稚園 218,160
特殊学校 0
大学 0
各種学校 0
社会教育 596,129
その他 4,343,071
福祉 4,698,645 0 0
保育所 1,854,762
その他 2,843,883
環境衛生 722,793 0 0
清掃 95,954 0 0

ごみ処理 79,688
し尿処理 9,232
その他 7,034

保健衛生 9,347
その他 617,492
産業振興 7,282,801 0 0
労働 24,031
農林水産業 6,491,594 0 0

造林 1,343
林道 4,222
治山 77,435
砂防 141
漁港 1,616,053
農業農村整備 4,088,335
海岸保全 432,859
その他 271,206

商工 767,176 0 0
国立公園等 10,352
観光 579,376
その他 177,448

消防(警察) 4,575,870 0 0
庁舎 864,357
その他 3,711,513
総務 4,174,087 ▲3,006 10,284
庁舎等 2,415,134
その他 1,758,953 ▲3,006 10,284

合計 78,302,659 ▲3,468 19,593

うち資産評
価差額

売却可能資
産分

生活インフラ・国土保全

貸借対照表
計上額
M=F+L
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(2) 売却可能資産明細表（平成 27 年度） 

土地 

名    称 所 在 地 地 目 
面 積 

（㎡） 
取得年度 

取得価額 

(千円) 

回収可能価額 

(千円) 
差引評価差額 

(千円) 
評価方法 

(注１) 

山の手幹線代替地（堀の内地区） 牧之原市細江 3206 番 7 雑種地 148 H13 年度 4,840 5,713 873 固定 

静岡県（旧保健所） 牧之原市細江 4593 番 4 宅地 178 S63 年度 4,931 3,596 ▲1,335 固定 

旧細江駐在所 牧之原市細江 2088 番 1 宅地 230 S52 年度 13,290 10,284 ▲3,006 固定 

合  計     23,061 19,593 ▲3,468  

（注１） 評価方法について 

固定：平成 28 年度固定資産税評価額（基準日：平成 27 年７月１日）を 0.7 で割り戻した額を基準に算定 
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(3) 投資及び出資金明細表（平成 27 年度） 
（時価のあるもの）             （単位：千円） 

銘柄名 
株数・口数

など（A） 

時価単価 

（円） 

（B） 

時価評価額 
(C）=（A）×（B） 

うち評価差額 

(参考)財産に関

する調書記載額 

（円） 

中部電力㈱ 1,193 1,572 1,875 1,279 596,500 

合  計 － － 1,875 1,279 596,500 

 

 

（時価のないもの）         （単位：千円） 

出資（出捐） 

先の純資産額 

 

帳簿価額

（A） 

出資（出捐） 

割合 

（B） 

出資（出捐） 

先の純資産額 

（C） 

実質価額 
（D）=（B）×

（C） 

投資損失 

計上額 
（C）=（A）

×（B） 

（参考）財産に

関する調書記

載額 

（円） 

牧之原市水道事業 1,936,096 100.0% 4,040,262 4,040,262  1,936,096,031 

大井川広域水道企業団 1,196,458 3.0％ 54,601,321 1,638,040  1,196,457,598 

東遠工業用水道企業団 27,687 25.0% 226,777 56,694  27,687,500 

静岡鉄道㈱ 1,625 0.1% 8,162,439 7,369  1,624,950 

大井川鉄道㈱ 379 0.4% 3,095,771 11,733  378,750 

御前崎港運㈱ 15,000 27.3% 868,772 236,938  15,000,000 

御前崎埠頭㈱ 3,500 5.8% 335,393 19,565  3,500,000 

山崎こども教育振興財団 300,000 100.0% 295,104 295,104  300,000,000 

富士山静岡空港㈱ 2,000 0.4% 1,915,000 7,721  2,000,000 

静岡県農業信用基金協会 1,250 0.0% 12,206,981 1,949  1,250,000 

静岡県信用保証協会 8,566 0.1% 91,384,757 57,033  8,566,000 

静岡県勤労者信用基金協会 1,636 0.1% 10,155,042 13,432  1,636,000 

静岡県畜産協会 3,051 0.6% 427,755 2,608  3,051,000 

静岡県文化財団 1,410 0.1% 1,313,461 1,778  1,410,000 

静岡県漁業信用基金協会 5,300 0.2% 4,518,598 7,577  5,300,000 

静岡県緑化推進協会基金 346 0.5% 76,207 353  346,000 

静岡県暴力追放運動推進セ

ンター 
1,390 0.2% 912,139 1,533  1,390,000 

静岡県腎臓バンク 270 0.1% 327,240 301  270,000 

しずおか健康長寿財団 490 0.2% 359,704 554  490,000 

静岡県山林協会森林整備担

い手基金 
4,547 0.9% 504,167 4,546  4,547,000 

静岡県障害者スポーツ協会 342 0.3% 100,962 340  342,000 

地方公共団体金融機構 2,400 0.0% 216,187,000 31,252  2,400,000 

合  計 3,513,743 － 412,014,852 6,436,682  3,513,742,829 
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(4) 貸付金明細表（平成 27 年度） 

（単位：千円） 

相手先名または種別 貸借対照表価額 回収不能見込額 

住宅新築資金貸付金 6,861 0 

地域総合整備資金貸付金 332,000 0 

合  計 338,861 0 

 

(5) 基金等明細表（平成 27 年度） 

                                （単位：千円） 

名  称 現金・預金 有価証券 土地 その他 

合計 

（貸借対

照表価額） 

（参考）財

産に関する

調書記載額 

【流動資産】       

 財政調整基金 3,233,707    3,233,707 3,233,707 

 減債基金 571,005    571,005 571,005 

【投資等】       

 その他特定目的基金 392,265    392,265 392,265 

 土地開発基金  154,903   334,627 489,530 489,530 

 

(6) 長期延滞債権明細表（平成 27 年度） 

（単位：千円） 

相手先名または種別 貸借対照表価額 回収不能見込額 

【貸付金】   

住宅新築資金貸付金 68,246 0 

【未収金】   

市税   

 市民税（個人） 69,812 19,463 

 市民税（法人） 2,347 457 

 固定資産税 123,818 17,397 

 軽自動車税 2,425 468 

 都市計画税 1,248 260 

その他   

 住宅使用料（市営住宅・改良住宅） 2,809 0 

 児童福祉費負担金（保育料） 3,063 241 

 老人福祉費負担金（老人ホーム等） 662 0 

児童福祉費負担金（保育料）分担 1,157 91 

 学校給食費納付金 408 0 

 民生費雑入（生活保護費） 1,680 0 

 民生費雑入（放課後児童クラブ） 373 0 

 民生費雑入（児童扶養手当過払） 316 0 

 住宅新築資金利子 11,132 0 

合  計 289,496 38,377 

注：回収不能見込み額は、長期延滞債権の相手先名または種別ごとに過去５年間の 

不納欠損額÷(滞納繰越収入額＋不納欠損額)の平均により算出しています。 
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(7) 未収金明細表（平成 27 年度） 

（単位：千円） 

相手先名または種別 貸借対照表価額 回収不能見込額 

【貸付金】   

住宅新築資金貸付金 308 0 

【未収金】   

市税   

 市民税（個人） 29,051 8,099 

 市民税（法人） 740 144 

 固定資産税 48,188 6,770 

 軽自動車税 1,073 207 

その他   

 住宅使用料（市営住宅） 795 0 

 市営住宅駐車場使用料 24 0 

 児童福祉費負担金（保育料） 1,538 121 

 児童福祉費負担金（保育料）分担 413 33 

  財産収入 31 0 

  学校給食納付金 155 0 

 民生費雑入（生活保護費返還金） 227 0 

 民生費雑入（放課後児童クラブ） 51 0 

 民生費雑入（一時預かり事業） 30 0 

 住宅新築資金利子 53 0 

合  計 82,677 15,374 

注：回収不能見込み額は、長期延滞債権の相手先名または種別ごとに過去５年間の 

不納欠損額÷(滞納繰越収入額＋不納欠損額)の平均により算出しています。 

 

(8) 債務負担行為明細表（平成 27 年度） 

（単位：千円） 

名  称 物件の購入等 債務保証 損失補償 その他 

県営牧之原畑地総合整備事業元利償還金    885,548 

災害融資資金利子補給金    166 

勤労者住宅資金利子補給金    14,681 

静岡地域消防総合情報システム整備    162,708 

牧之原市窓口業務    25,336 

相良地区学校給食民間委託業務契約    163,697 

土地評価及び基礎資料修正業務    56,948 

通知カード・個人番号カード関連    3,659 

国土利用計画策定業務    3,050 

第 8 次高齢者保健福祉計画・第 7 次

介護保険事業計画策定業務 
   2,606 

第 3 次障がい者計画等策定業務    3,368 

農業振興地域整備計画策定業務    4,222 

合  計    1,325,989 

うち欄外注記分    1,325,989 
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II. 【連結財務書類】 

1. 牧之原市連結財務書類の作成方法 

 

牧之原市の連結財務書類は、普通会計同様、「総務省方式改訂モデル」を採用し、｢貸

借対照表｣、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の４つの

財務書類で構成されます。 

 

(1)対象会計範囲 
牧之原市の連結対象会計は、公営事業（５会計）及び一部事務組合・広域連合（15

会計）の 20会計が対象ですが、作成モデルが異なる団体は、財務書類の項目が異な

り連結できない等の理由から、静岡県大井川広域水道企業団とは連結していません。 

また、御前崎港運㈱は、市が 25％以上出資している法人ですが、業務運営上、実

質的に主導的な立場にないという観点から、当該団体についても連結していません。 

 

普通会計（前掲のとおり） 

公営事業会計（５会計） 

・水道事業会計 ・農業集落排水事業特別会計 

・国民健康保険特別会計 ・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険特別会計  

一部事務組合・広域連合（15会計） 

・榛原総合病院組合（病院・介護認定） ・牧之原市御前崎市広域施設組合 

・駿遠学園管理組合 ・相寿園管理組合 

・東遠工業用水道企業団 ・東遠広域施設組合 

・牧之原市菊川市学校組合 ・御前崎市牧之原市学校組合 

・静岡県市町総合事務組合 ・静岡県後期高齢者医療広域連合 

・静岡地方税滞納整理機構 ・大井上水道企業団 

・吉田町牧之原市広域施設組合 ・静岡県大井川広域水道企業団 
※榛原総合病院組合は、病院事業会計と介護認定審査事務は別会計のため２会計としています。 

 

(2)連結の方法 
ア. 連結の様式 

普通会計に、公営事業会計、一部事務組合・広域連合の会計を合算した「単純

計」と、その単純計から、会計間の繰入、繰出を除いた「純計」を計算していま

す。 

 

イ. 連結の基準日 

平成 28 年 3 月 31 日を基準日として作成しています。普通会計同様、出納整理

期間における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。 

 

ウ. 作成に使用した基礎数値 

各会計、法人等の決算書類を基礎として作成しています。また、一部事務組合

等については、各々の財務書類４表の数値を、他市町との負担割合等で按分した

ものを基礎として作成しています。 

公営企業会計においては、各会計・団体で作成された決算書類を基礎として作
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成しますが、連結に伴い、勘定科目の読替えや一部財務書類の修正（貸借対照表

上の「借入資本金」（資産）を負債へ振替など）を必要とします。 

 

エ. 各会計間の調整事項 

他市町と共同して行政サービスを行っている一部事務組合などへの負担金の繰

出は、負担割合から算出される按分率により各市町の負担金額を求めることから、

実際の繰出金額と差異が発生する場合があります。その際は、実際の繰出金額と

按分率から算出された金額を比較し、少額である方を相殺金額とします。 

また、普通会計では出納整理期間に徴収・支払いされた会計取引は年度内の処

理として反映されていますが、公営企業会計では、出納整理期間を設けていない

ことから、その期間における普通会計との間に発生した未収金・未払金等は、翌

年度の処理として扱われています。そのため、公営企業会計を連結する際は、当

該処理を年度内の取引として調整しています。 

 

2. 平成 27 年度連結財務書類の状況 

(1)貸借対照表 
ア. 資産の部 

資産の総額は、111,525 百万円となっています。会計ごとの内訳は下記の表の

とおりです。 

 

会計名 資産総額 会計名 資産総額 

普通会計 87,780 百万円 一部事務組合等 15,179百万円 

公営事業会計 8,566 百万円   

資産の状況としては、公営事業会計、一部事務組合等は、土地や建物などの有形

固定資産の割合が高くなっています。 

 

イ. 負債の部 

負債の総額は、33,150百万円となっています。会計ごとの内訳は下記の表のと

おりです。 

 

会計名 負債総額 会計名 負債総額 

普通会計 22,834 百万円 一部事務組合等 8,128百万円 

公営事業会計 2,188 百万円   

負債の状況としては、地方債の残高がほとんどを占めています。 

 

ウ. 純資産の部 

純資産の総額は、78,375百万円となっています。会計ごとの内訳は下記の表の

とおりです。 

 

会計名 純資産総額 会計名 純資産総額 

普通会計 64,947 百万円 一部事務組合等 7,051百万円 

公営事業会計 6,377百万円   

純資産の内訳である資産評価差額は、15百万円となっています。 
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(2)行政コスト計算書 

純経常行政コストの総額は、21,189百万円となっています。会計ごとの内訳は下

記のとおりです。 

 

 

(3)純資産変動計算書 
期首の純資産残高が 76,762 百万円、期末の純資産残高が 78,375 百万円となって

いますので、期間中に 1,613 百万円純資産が増加しました。会計ごとの期間中の増

減額は下記のとおりです。 

 

会計名 純資産増加額 会計名 純資産増加額 

普通会計 1,694 百万円 一部事務組合等 ▲117百万円 

公営事業会計 36百万円   

 

(4)資金収支計算書 
期首の資金残高が 6,615 百万円、期末の資金残高が 6,763 百万円となっています

ので、期間中に 148 百万円資金が増加しました。会計ごとの期間中の増減額は下記

のとおりです。 

 

会計名 資金増加額 会計名 資金増加額 

普通会計 149 百万円 一部事務組合等 ▲96百万円 

公営事業会計 95百万円   
 

  

会計名 純行政コスト 会計名 純行政コスト 

普通会計 15,701 百万円 一部事務組合等 2,544百万円 

公営事業会計 2,944百万円   
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3. 平成 27 年度連結財務４表 

 

 

（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体

①生活インフラ・国土保全 45,435,556 ①普通会計地方債 17,614,818

②教育 12,939,661 ②公営事業地方債 8,116,053

③福祉 4,961,388  地方公共団体計 25,730,871

④環境衛生 17,433,774 (2) 関係団体

⑤産業振興 7,582,264 ①一部事務組合・広域連合地方債 0

⑥消防 4,774,999 ②地方三公社長期借入金 0

⑦総務 4,198,145 ③第三セクター等長期借入金 0

⑧収益事業 0  関係団体計 0

⑨その他 0 (3) 長期未払金 431,894

有形固定資産計 97,325,787 (4) 引当金 4,034,397

(2) 無形固定資産 499,749 （うち退職手当等引当金） 4,031,001

(3) 売却可能資産 22,847 （うちその他の引当金） 3,396

公共資産合計 97,848,383 (5) その他 176,638

固定負債合計 30,373,800

２　投資等 ２　流動負債

(1) 投資及び出資金 3,515,618 (1) 翌年度償還予定額

(2) 貸付金 467,407 ①地方公共団体 2,318,453

(3) 基金等 2,081,179 ②関係団体 0

(4) 長期延滞債権 539,066  翌年度償還予定額計 2,318,453

(5) その他 163,991 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 0

(6) 回収不能見込額 △ 92,896 (3) 未払金 237,405

投資等合計 6,674,365 (4) 翌年度支払予定退職手当 1

(5) 賞与引当金 205,065

(6) その他 15,111

３　流動資産 流動負債合計 2,776,035

(1) 資金 6,762,818

(2) 未収金 232,214 負　　債　　合　　計 33,149,835

(3) 販売用不動産 0

(4) その他 16,945 [純資産の部]

(5) 回収不能見込額 △ 33,306 １　公共資産等整備国県補助金等 0

流動資産合計 6,978,671 ２　公共資産等整備一般財源等 0

３　他団体及び民間出資分 0

４　その他一般財源等 0

４　繰延勘定 23,906 ５　資産評価差額 0

純　 資　 産　 合　 計 78,375,490

資　　産　　合　　計 111,525,325 負 債 及 び 純 資 産 合 計 111,525,325

連結貸借対照表
（平成２８年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方
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4. 連結会計内訳表 

(1) 貸借対照表内訳 
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(2) 行政コスト計算書内訳(目的別) 
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(3) 行政コスト計算書内訳(性質別) 
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(4) 純資産変動計算書 
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(5) 資金収支計算書 
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